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（５）医療保険者間、同一保険者内の事業所間での異動の際の手続について 

旧保険者が発行した資格喪失通知を新保険者に持参するといった手続を

とる必要がある（図７－３参照）が、保健医療番号（仮称）が有る場合は、

利用者が保健医療番号を新保険者に届け出ることにより簡便な手続が可能

である（図７－４参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－３：医療保険者の異動時の手続（保健医療番号が無い場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－４：医療保険者の異動時の手続（保健医療番号が有る場合） 
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医療保険者変更｜保健医療番号有｜

旧医療保険者

③ 資格取得届と被扶養者届（保健医
療番号を届出）を提出※。

① 資格喪失届を提出※

新医療保険者

② 資格喪失情報を中継DBに送達

（保険者番号、被保険者記号番号を
キーに被保険者を特定する）

④ 被保険者記号番号を付番して
中継DBに送達（届に記載されている保健

医療番号をキーに被保険者を特定する）

交付対象者の行動

⑤ 被保険者番号を通知
（本人分と被扶養者分）

利用者

中継ＤＢ

※ 被用者健保の場合は事業主経由
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医療保険者変更｜保健医療番号無｜

旧医療保険者

④ 資格取得届と被扶養者届を提出
④ 資格喪失通知を提出

① 資格喪失届を提出

新医療保険者

② 資格喪失情報を中継DBに送達

（保険者番号、被保険者記号番号を
キーに被保険者を特定する）

③ 資格喪失通知（旧医療保険者の保険者
番号、本人と被扶養者の被保険者記号番
号を記載したもの）

⑤ 被保険者記号番号を付番して
中継DBに送達（旧保険者番号、旧

被保険者記号番号をキーに被保険者
を特定する）

⑥ 被保険者記号番号を通知(本
人分と被扶養者分)

変更前の保険者番号、被保険者記号
番号の履歴を少なくとも１つ保有する
必要がある。

国保では現行制度上は発行してい
ない紙を全ての医療保険者に発行
してもらうことが可能か。

中継ＤＢ

旧医療保険者の保険者番号を通知する
と、職歴等が新医療保険者に分かって
しまう可能性があるが問題ないか。

利用者

※ 被用者健保の場合は事業主経由

※ 被用者健保の場合は事業主経由 交付対象者の行動




